
地域商店街活性化法※に基づく第三次認定案件の概要

（※商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律）

平成 22 年 6月

【計１２件：順不同】

１．郡山駅前大通商店街振興組合・郡山中央商店街振興組合（福

島県郡山市）

来街者を楽しませる仕組み作り「こおりやま一店逸品事業」

として、逸品店回りツアーを実施。イベントとして、郡山商人
あきんど

ど

んと祭り、ホワイトイルミネーション事業を行うとともに、音

楽都市郡山という特色を生かしコーラスやコンサート等のイベ

ントを随時実施する。

２．仲町商店街振興組合・中央通り商店街振興組合・しもなん活

性化協同組合（福島県喜多方市）

蔵のまちなみを活かすため、蔵を覆い隠すアーケードを撤去

し、夜間に安心して通行・利用できるようにするためのフット

ライトの設置を含めたファサード整備を行うことで景観統一を

図る。また、昭和中期年代をコンセプトとした喜多方レトロ横

丁イベントを実施する。

３．わいわいロード商店街振興組合（埼玉県草加市）

「夢空間・おとぎの杜」の創出を基本コンセプトに掲げ、エ

コ型街路灯への改修や、カラー照明の設置により、商店街一帯

に彩り鮮やかな雰囲気を醸し出す。また、デジタルサイネージ

を活用した商店街情報の発信事業、高齢者向け移動販売事業、

小・中学生を対象とした商店街体験実習等を行う。

４．小千谷市東大通商店街振興組合（新潟県小千谷市）

空き店舗を活用して地元農家と連携した「農産物直売所」や

地場食材を利用した「惣菜ショップ」を開設し、地域住民に安

全・安心な食を提供する。また、休み処の設置により地域住民

が自由に出入りできる交流スペースを創出するとともに、高齢

者を対象とした購入品宅配等の各種サービスを実施する。



５．銀座通り商店街振興組合（愛知県瀬戸市）

地域資源である陶器を活用した女性向け生活雑貨のテナント

ミックス事業を展開するとともに、商店街の案内マップの充実、

営業日の追加により来街者の利便性を高める。また、商店街の

歴史や見どころを紹介するコミュニティスペースを空き店舗を

利用して設置する。

６．西町商店街協同組合（愛知県豊田市）

多様な団体を巻き込んではしご酒イベントを発展させるな

ど、「飲食店ストリート」の構築を目指した取組を行い、魅力

ある店舗の創出と商店街の認知度向上を図る。また、商店街情

報を、情報誌や携帯電話、情報ビジョン等を活用して発信する

ほか、安心・安全の期待に応えるため、防犯カメラ、ＬＥＤ街

路灯、ＡＥＤを設置する。

７．石山商店街振興組合（滋賀県大津市）

交流と情報発信の場として、空き店舗を活用したコミュニテ

ィスペースの開設・運営を行う。また、商店街と地域の企業、

農協、各種団体等の組織が一堂に会し、企業の製品、農協の産

物など、こだわりの逸品やオリジナル商品などを展示販売する

イベントの開催を行う。

８．柏里
かしわざと

本通商店街振興組合（大阪府大阪市）

商店街にコミュニティ施設を設置し、地域の高齢者、子供、

商店主など地域住民の交流を促進する。また、商店街及び地域

周辺のクリーンアップ事業等を行い、参加者に商店街の買物券

又はポイントを付与することで、地域のクリーンな環境の実現

や商店街の売り上げ向上を図る。また、アーケードの照明を利

用して、セールの案内、天気予報等の情報発信を行う。

９．宗右衛門町商店街振興組合（大阪府大阪市）

個店の個性・魅力を向上させるための「宗右衛門町ブランド

化事業」を行い、付加価値の高い店舗の集積を目指す。また、

官民一体となった活動によって地域の環境浄化の更なる推進を



図るとともに、街路舗装や街路灯などの整備を行い、歴史や風

情が息づく格調高い街並みの再生・創造を行う。

10．鳳本通商店街振興組合（大阪府堺市）

商業者と障害者や、商業者と子育て世代、子供、高齢者との

「交流」をテーマとしたイベントを実施することで、商店街を

地域の交流拠点とするとともに、明るく快適な買物環境の整備

のため、アーケードの改修を行う。

11．山口道場門前商店街振興組合（山口県山口市）

「やさしいくらしのまち」をコンセプトとし、商店街の主な

客層である高齢者・女性をターゲットにした、地域の交流拠点

となるカフェを空き店舗を活用して開業する。また、他県の特

産品を集めた物産店舗「ふるさと物産館」を空き店舗を活用し

て整備し、既存の地元物産店舗と相乗効果を生み出す集客拠点

とする。

12．宇宿
う す き

商店街振興組合（鹿児島県鹿児島市）

携帯電話のＧＰＳ・万歩計機能等を活用した高齢者・子供の

見守り及び商店街情報の発信により、高齢者・子育て世代等の

地域住民の生活の安全性、買物利便性の向上を図るとともに、

世代間交流を商店街が主体となって進めるため、地域住民等の

交流スペース等の整備を行う。


